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協同組合Notice

組合への意見・要望・苦情など、
気軽にお寄せください。
協同組合では、組合員とのコミュニケーションを円滑にし、
組合員のための組合をめざすため「何でもコール」体制を
つくりました。まずは担当、福本まで。

Tel.075-382-1021　Fax.075-394-3201 （建ちゃんの弟）

官公需適格組合の新しい挑戦

　組合員一企業では受注できない工事案件でも、組合員企業が共同すれば可能─これ
が組合の共同受注事業です。発注者の国は、「中小企業の官公需の受注機会の増大を
図るために組合を活用しなければならない」としています。そのために、「官公需の
受注に特に意欲的で、かつ受注した契約は十分に責任をもって履行できる経営基盤の
整備されている組合」を官公需適格組合として証明しています。全京都建設協同組合
は１９77年以来これを証明されています。
　制度として整ってはいますが、適格組合の受注機会の実態は、増大どころか激減して
います。なぜでしょうか。こうした問題意識から、全京都建設協同組合も加わる京都府
官公需適格組合協議会（会長＝植田重男京都土木協同組合理事長）は、「公共調達にお
ける官公需適格組合の在り方」の研究調査を昨年から始めています。京都大学大学院の
小山大介氏、水島和哉氏の両学識者を中心に進めており、近々報告書にまとめる予定です。
　研究調査の観点は、激減した理由を建設投資額の縮小など発注側の問題ととらえず、
受注側の官公需適格組合の存在意義の欠如に置いています。これまでの「仕事寄こせ」
型からの脱皮をはかろうとするものです。
　官公需適格組合には相当の自己改革や転換を迫られることになります。地域密着・
貢献型の官公需適格組合を新しく誕生させる、という意気込みのイメージでもあり、
報告書発表後の各組合の具体化とその実行（共同ステージづくり）が問われます。組
合員企業の方からしても、組合員企業自ら地域密着・貢献型の企業に変えなければ、
この共同ステージは単なるショーに終わってしまうかもしれません。組合員企業にと
っても正念場です。� （川久保雄二郎）
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労改連ボウリング大会に西村工業チーム

　京都府中小企業団体中央会の加盟団体でつくる京都府中小企業労務改善集団の恒例
ボウリング大会が２月３日、ＭＫボウル上賀茂で行われました。４２年も続く「歴史あ
る」大会です。今回は１２チームが競う和気あいあいとした大会でしたが、優勝チーム
（１チーム３人）の成績は３ゲームで１８5０点というプロ並みの「すごい」結果でした。
　全京都建設協同組合からは、西村工業㈱が参加。親子で編成した西村チームは力い
っぱい投げましたが、好成績を残すことができませんでした。しかし、団体と個人の
両ＢＢ賞を受賞。団体の賞品は「焼菓子の詰合せ」、個人の賞品はミートショップヒ
ロの「特選黒毛和牛焼肉セット（３～４人前）」でした。チームの３人は、「実は狙っ
ていたんです。満足、満足」とニコニコ。
　ちなみに、全京都建設協同組合チームはこの大会で過去５回ほど優勝しており、他
の協同組合からも一目を置かれていたことがあります。来年は昔の栄光をまた追いか
けたいものです。� （川久保雄二郎）

荒木正亘顧問が京都府「現代の名工」受賞

　荒木正亘顧問（㈱アラキ工務店会長）が、京都府の平成２４年度「現代の名工」（建
築大工）に選ばれました。今年度受賞されたのは２６人（内建設関係１０人）。この優秀
技能者表彰は、伝統産業を除く府内の各産業分野で最高の技能を発揮して産業発展に
貢献された人が選ばれるものです。
　荒木氏は7９歳。「京町家をはじめとする戦前の木造建築の修復や地震に耐えうる補
強等の工事において、並々ならぬ高度な技能を有する」「その優れた技能をもって、
これまでに観光都市京都にふさわしい町並みを残すべく、数多くの町家・古民家の再
生に尽力してきた」が受賞理由です。
　今回の荒木氏の受賞は、所属する組合員企業と組合にとって名誉なことであるだけ
でなく、日々一生懸命技能を磨いている他の人を激励することにもなります。改めて
お祝いを申し上げます。おめでとうございます。� （川久保雄二郎）

住まいを「建てる」「なおす」トーク

　２月１６日に開催された「住まいをトーク」第１１回のテーマは「設計のプロセスにつ
いて」。講師は松村和吉氏。大阪府羽曳野市の応神陵古墳の近くで一級建築事務所・
株式会社松村設計を構えておられます。
　最初は羽曳野市の古墳群の話題から、応神陵古墳に隣接するお宅の建替えについて
お話いただきました。古墳の敷地に咲く桜、夏場には蛍の光の幻想的な風景を堪能で
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

きる「借景を活かす」建築、その住宅の向かいにあり、池、暖炉、中庭のあるご自宅
を紹介していただきました。松村氏が多くの設計例を示しながら強調されていたのは
「テーマのある家」には魅力があるということです。「建築主のこだわり」が魅力ある
住宅づくりには欠かせない要素であるという住まいづくりの本質にふれるお話をいた
だきました。参加者も増えてきている住まいを「建てる」「なおす」トークです。次
回が今年度最終回となります。ご興味のある方はぜひお越しください。�（西村　学）
「住まいをトーク」第１２回
３月１６日（土）午後２時～４時
　「住まいを造るか、造り直すか─幸福な家庭は家造りから」
　講　師：大下照夫氏
　会　場：京都産業会館（四条烏丸西入ル南側）２階ＫＰＣ会議室
　参加費：８００円
お問合せはTel.０75-3８２-１０２１全京都建設協同組合�山本・西村まで

スライドでみる乙訓の発掘／文化財

　「スライドでみる乙訓の発掘」が開催されます。これまでも乙訓地域で近年実施さ
れた発掘調査の成果についてスライドでわかりやすく説明されてきましたが、今年は
乙訓地域にひろがる古墳時代の集落から大型古墳を築いた首長像に迫ります。長岡京
市の井ノ内車塚古墳をはじめ、向日市・京都市西京区・大山崎町の古墳の調査成果な
ども紹介されます。入場無料、事前申込み不要です。駐車場はありません。
　日時：３月３日(日）午後１時～４時3０分
　場所：向日市文化資料館（２階研修室）
　主な内容
　　「乙訓地域の古墳時代の集落と首長墓」
　　　古川　匠氏（公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター）
　　「向日市の古墳―元稲荷古墳とその出現の背景」
　　　梅本康広氏（公益財団法人向日市埋蔵文化財センター）
　　「京都市西京区の古墳」
　　　宇野隆志氏（京都市文化財保護課）
　　「大山崎町の古墳」
　　　古閑正浩氏（大山崎町教育委員会）
　　「長岡京市の古墳―井ノ内車塚古墳と周辺の古墳」
　　　山本輝雄氏（公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センター）
�古墳・遺跡勉強会
　丸川義弘氏（（財）京都市埋蔵文化財研究所統括主任）を招き、西京区とその周辺
地域で保存されている古墳の第１回勉強会が開催されます。スライドを見ながら講師
のお話を聞き、第２回勉強会からは実際に現地に出て古墳・遺跡を巡ります。



建設協組news Light　　　　2013.3４

協同組合Notice

　日時：３月９日(土）午後２時～３時3０分（受付・午後１時3０分～）
　場所：西京区役所　大会議室
　定員：5０人（参加費無料・中学生以上）
　申込：�３月８日（金）までに電話かFAXで西京区役所総務課（Tel.3８１－7１5８、Fax.

3８１－６１35）まで
※�FAXの場合、「古墳・遺跡勉強会」と明記し、参加者全員の氏名（ふりがな）と電話・
FAX番号を記入してください。
　年度末の忙しい時期の気分転換。平安京が成立する以前の様子について楽しく学ん
でみませんか？� （谷口弘樹）

安全な足場で事故防止／機材リース

　足場とは、工事現場などで作業する際に造る仮設の作業床や通路を指します。枠組
足場、単管足場、一側足場、吊足場、張出し足場など多種多様です。建設現場で多く
使用されていますが、建設業の死亡災害の約４割が墜落・転落による事故です。多く
は組立・解体時に発生しています。このような事故を防止するため、厚生労働省では
手すり先行工法を推奨しています。
　安易に組み立てがちですが、高さ５ｍ以上の足場や吊足場、張出し足場の組立解体
作業には、技能講習を終了した足場の組立等作業主任者を選任しなければいけません。
繰り返しますが「建設業における死亡労働災害の原因の１位は転落」。安全な足場の
設置を心がけてください。なお、手すり先行工法のガイドラインの詳細は厚生労働省
のホームページ、作業主任者等の日程は本誌「news�Light」の講習と試験Guideを
参照してください。� （吉田明弘）

ご利用ください「無料法律相談」／建設工事事業部

　建設業におけるトラブルや紛争には、実にさまざまな態様のものがあります。信頼
関係で構築された建築主や近隣とのトラブルや紛争は、善良な注意をもってしても、
いつでも起こりうるものです。
　建設工事におけるものとしては、建築の瑕疵・追加、変更工事・仕事の完成や出来
高・請負契約の成否やその内容・設計監理などがあります。近隣においては、工事中
の公害（騒音・振動・衛生面など）や日照・プライバシー・電波障害・風害・圧迫感・
景観や眺望の阻害など、問題も多種多様です。
　このようなトラブルで見られる共通の特徴は、多数の当事者（建設過程における各
下請業者など）がいること、金額多額性の要素があること、トラブルが深刻・複雑化
しやすいこと、証拠（書証や物証）が欠如または極めて乏しくなりがちなことなどが
あります。トラブルの対処によっては、裁判にまで発展しかねません。
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　全京都建設協同組合では、組合員向けの無料法律相談も行っております。ご相談ご
とがありましたらぜひご利用ください。工事とトラブルは、常に背中合わせの中で進
んでいきます。トラブルを起こさないためにはどうすべきか。各業者・業種において
誠実に工事を納めていく当事者は、今こそ社会の良識と、自身を振り返り見つめ直す
べきではないでしょうか。� （河原良樹）

組合員事業紹介

�企業名�　株式会社�矢納組
�所在地�　本　社：京都市中京区西ノ京職司町４４番地
　　　　営業所：京都市中京区西ノ京職司町37－１番地
�代表者�　代表取締役　冨永　信雄
�設　立�　昭和5２年４月１日�創業
　　　　昭和5９年４月１日�法人組織に変更
�事業内容�　文化財及び社寺建築仮設工事、一般建築仮設工事、鳶工事全般
�《代表者の自己紹介》�弊社は、東京で鳶職としての技術を習得した初代・矢納司一郎
が京都に拠点を移し、昭和5２年に創業。私で３代目となります。今日まで国宝・重要
文化財の素屋根工事を中心に、一般建築仮設工事、曳家揚前工事など、鳶工事全般を
手掛けてまいりました。現在は、国宝・文化財を含めた社寺建築６０％、一般建築3０％、
曳家・揚前工事を含めたその他１０％の割合で従事させていただいております。「安全
第一」を基本理念として、社会貢献に役立つ会社づくりを目指してまいりますので、
今後とも宜しくお願い申し上げます。
�《組合に一言》�昨年４月から洛中支部の支部長をさせていただいております。支部の
役員の皆様は協力的で、積極的に何事にも取り組んでいただいております。昨年９月
の支部役員会で木遣りの話をしたところ、そうした伝統文化を後世に残すため、支部
での新しい取り組みとしてやっていこうということになり、毎週木曜日に勉強会を行
い、組合の新年交流会で披露させていただきました。まだまだ勉強中ですが、マスタ
ーできれば次の機会に披露させていただけたらと思っています。このように各支部の
いろいろな取り組みが組合全体を盛り上げ、活気あるものにしていければと願ってい
ます。
　施工例：国宝・平等院鳳凰堂保存修理工事（仮設工事）を組合ホームページに掲載
しています。

洛西支部新年会開催

　１月２６日、京都平安ホテルで洛西支部の新年会を開催しました。参加者は１０人と控
えめでしたが、持ち前の支部の活発さや副支部長から紹介していただいたコンパニオ
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ンさんのおかげで大いに盛り上がりました。会場は広くて綺麗、サービスも丁寧で好
評でした。来年はさらに多くの支部組合員さんに参加していただけるよう、努力して
まいります。� （西村　学）

地域社会に協同組合が果たす役割さぐる勉強会

　組合では電気工事協同組合と共同で、勉強会「協同組合が地域社会に果たす役割」
を昨年１０月から月１回で開催しており、今回で４回目となりました。
　これまでの３回は、地域経済の政策・歴史を中心とした講義でしたが、第４回から
は、地域経済の現状を中心とした講義に移り、協同組合のありよう・必要性について
の討論が少しずつ出始めました。残り回数も少なくなりましたが、地域経済における
組合・企業の存在意義を高める一つのきっかけにしていただけるよう、ぜひご参加く
ださい。� （杉本篤昭）

向日市スタンプラリーに参加／もっこの会

　市制４０周年を迎えた向日市で２月１０日（日）、「向日市の歴史をたどるスタンプラリ
ー」が向日市、市教育委員会、市埋蔵文化財センターの主催で行われ、８００人以上の
参加者で賑わいました。古来より交通の要衝として発展してきた向日市の歴史史跡を、
一般の方に歩いて学んでもらおうと企画されたもので、スタート地点の朝堂院公園か
らゴールの物集女車塚古墳まで、１６カ所のラリーポイントが設けられました。ＮＰＯ
法人「もっこの会」のメンバー９人は、ボランティアスタッフとして４カ所のポイン
トに分かれて受付を担当しました。参加者は史跡を紹介した冊子とスタンプ帳を片手
に、長岡宮跡、向日神社、元稲荷古墳等を自由に巡り、スタンプを集めました。歴史

佐藤政養の碑
　�組合で珍しいご縁をいただいた。山形県からの仕事だ。山形県と言っても現場は京都
市内、京都市埋蔵文化財研究所の調査員さんからの紹介で、佐藤政養に関係する４基の碑
との出会いである。
　佐藤政養（さとう�せいよう）を知っているという方は、かなりの歴史マニアか史学に
精通されている方であろう。１８２１年、出羽国飽海郡升川村、現、山形県遊佐町生まれ。幕
末から明治初期の技術官僚である（１８77年没）。佐藤政養とは何者か。どのようなひとと
なりであったのか。
　佐藤政養は故郷で蘭学を学び、のち江戸にて勝海舟の門をたたき、海舟の従者として、
長崎にあった幕府海軍操練所に学び、のち海軍伝習所翻訳方にとりたてられた。以後海舟
の代理人として活動した。明治維新後は新政府に用いられ、鉄道（現東海道線）敷設の調
査にあたり、以来日本の鉄道建設を技術面で支えた。
　その彼に関係する４基の碑が我々の住まう京都市東山区に建てられている。
　４基の碑の中に平安時代末の武士佐藤継信・忠信兄弟の墓と伝えられる２基の十三重石
塔がある。継信、忠信兄弟は奥州の王者藤原秀衡（ひでひら）の家臣で、彼の命を受け当
時平家から逃れ奥州に身を寄せていた、源義経に付き従い、武蔵坊弁慶と共に鎌倉の源頼
朝のもとに馳せ参じ、平家打倒に貢献した義経の忠臣である。政養にとってこの兄弟は姓
を見れば、一目瞭然、彼の先祖である。
　では、なぜ彼らに関係する碑が山形ではなく京都に存在するのか、次回にお話ししたい
と思います。� （池田光繁）



建設協組news Light　　　　2013.37

業界Topics

書物を読んでの知識ではなく、実際に見て学ぶことができ、深く記憶に留めることが
できたと思います。� （山本敬三）

投稿／社会起業シリーズ�

公契約条例とは（₁₂）

　前月に続き、千葉県野田市の公契約条例と解説文（野田市『現行の野田市公契約条
例の概要』）を掲載します。

市長は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市と受注者との公
契約を解除することができる。
（１）　第９条第１項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、
若しくは虚偽の答弁をしたとき。
（２）　前条第１項の命令に従わないとき。
（３）　前条第２項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
　２　前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生
じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。

【解釈】
　第１項は、受注者等が
第１号　第９条第１項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚
偽の答弁をしたとき
第２号　第１０条第１項の命令に従わないとき
第３号　第１０条第２項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
は、市長は、市と受注者との公契約を解除することができるとする規定である。本条
に規定する解除権の法的性格は、民法第5４０条の規定に基づく解除権の行使に当たる
ものである。�
　第２項は、前項の規定により公契約を解除した場合において、受注者等に損害が生
じても、それは受注者等の条例の規定の違反によって生じたものであるため、市長は、
その損害を賠償する責任を負わないことの規定である。
　本条は、受注者が本条例の規定を遵守することに対する担保である。（引用終わり）
　つづく� 【環境マネジメントコンサルタント　杉原卓治�】

　第１１条（公契約の解除）
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後見制度

Ｑ　私もそろそろ高齢になってきたので、今後の生活のことを考えています。信頼
できる人に財産の管理を任せることも考えているのですが、誰かに私に代わって財
産を管理してもらうことはできるのでしょうか。
Ａ　高齢によって財産管理能力が不十分となってしまった場合や、そうでなくとも
精神的障害等で財産管理能力が不十分となってしまった場合、裁判所を通じて本人
を援助する法律上の制度として、①任意後見制度と②法定後見制度があります。こ
の他、裁判所を通さない制度として、③任意財産管理契約の締結があります。
　①任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、公正証書で、将来判断能力
が不十分になった際の財産の管理や自身の生活に関する事務を委託する内容の契約
を締結しておき、実際に判断能力が不十分になった段階で家庭裁判所が監督人を選
任する制度です。将来のことを自分で細かく決めることができ、誰に委託するかも
決めることができるので、自分の希望を実現しやすい制度といえます。ただし、本
人の行為を制限する制度ではありませんので、例えば悪徳商法に引っかかってしま
った場合、後見人がこれを取り消すことはできません。法定後見の場合は、後見人
に取消権があることとの違いです。
　②法定後見制度とは、申立を受けて家庭裁判所が後見人を選任することによって
スタートする制度で、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の３つの類型に
分かれています。後見人は包括的な代理権を持ち、病院代や水道光熱費等の支払い
を本人に代わって行ったり、身上看護を行ったりします。本人が悪徳商法に引っか
かってしまった場合も、後見人が契約を取り消すことができますので、本人の保護
をより強める制度であるといえます。
　③任意財産管理契約は、通常の委任契約です。誰でも締結することができ、形式
も決められていません。いつでも契約することができ、いつでも解除することがで
きます。ただし、財産管理人が家庭裁判所の監督を受けるわけではありません。ご
自身の財産の管理を委ねるわけですから、弁護士など信頼できる人に頼むようにし
てください。
　最近、将来のことを自分で決めたいという声をよく耳にします。遺言や相続制度
への関心の高まりはその現れですが、施設に入所した場合のことなどを考えると、
財産管理のことも考えてみてはいかがでしょうか。ご紹介した制度は、いずれも本
人の自己決定権を尊重し、権利を擁護するための制度です。どの制度がよいか、一
度弁護士にご相談いただければと思います。
� （京都第一法律事務所　弁護士　谷　文彰）

役立つNews

法律Ｑ＆Ａ

Ｑ 

Ａ
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講習と試験Guide

各種技能講習／労基連

�●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者
日程：３月４日（月）、５日（火）／会場：京都府中小企業会館／受講料：８，４００円、
テキスト代１，６８０円
�●ガス溶接
日程：３月８日（金）、９日（土）／会場：京都職業能力開発促進センター／受講料：
９，９75円、テキスト代８４０円
�●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：３月２5日（月）～２7日（水）／会場：京都府中小企業会館／受講料：１5，75０円、
テキスト代２，3１０円
�●有機溶剤作業主任者
日程：４月１８日（木）、１９日（金）／会場：京都府中小企業会館／受講料：８，４００円、
テキスト代１，６８０円
�●フォークリフト運転
日程：〔学科〕４月２２日（月）〔実技〕１班：２3日（火）～２5日（木）２班：５月７日
（火）～９日（木）／会場：〔学科〕京都府中小企業会館〔実技〕日本輸送機㈱実技講
習会場／受講料：２９，９２5円、テキスト代１，575円
�●局所排気装置等定期自主検査者養成
日程：４月２４日（水）～２６日（金）／会場：京都府中小企業会館／受講料：２7，０００円、
テキスト代６，９3０円
【問合せ・申込み】（社）京都労働基準連合会　Tel.０75－3２１－２73１
※各講習会は、連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp
※受講申込者が少人数の場合は中止になることがありますのでご了承ください。

作業主任者等各種講習会／建災防

�●石綿作業主任者
日程：３月１４日（木）、１5日（金）／会場：京都建設会館別館／受講料：１１，９００円
�●高所作業車�（作業床の高さが１０ｍ以上の運転）
日程：３月２7日（水）、２８日（木）／会場：京都建設会館別館／受講料：3６，８００円
【問合せ・申込み】　建設業労働災害防止協会京都府支部　〒６０４－０９４４　京都市中京区
押小路通柳馬場東入　京都建設会館別館内　Tel.０75－２3１－６5８7　Fax.０75－２5１－００5８　
受付時間：午前９時～午後５時
※ホームページから講習予定、申込書が取り出せます。
　http://homepage2.nifty.com/KYO-KENSAI/

某職員の自転車考①
　協組newsの紙面の隙間を埋める“ニッチ（隙間）原稿”として、趣味の自転車につい
てつらつらと書かせていただきます。まずは、自転車といっても色々ある“車種”のお話
から。
ロードレーサー：最近街中でもよく見るようになった競技用自転車。“早く遠くまで走る事”
を至上命題とした自転車で、ヘンな形のハンドルや細いタイヤが特徴的。個人的には、街
中を走るようにはできていないので、いわゆる“街乗り”には使わない方が、自転車も乗
り手も幸せだと思う。
……と、言う様な形で今後も連載するかもしれません。乞うご期待。
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理事会Report

連載　ステキ韓国、好き好きソウル！！
第９話　冬のお話　その③
汗蒸幕（ハンジュンマク・한증막）とチムジルバン（짐질방）

　さて「汗蒸幕・チムジルバン」とは一体何だと思われますか？　まあ簡単に言えば「サウナ」
ですが、北欧のサウナとは随分違います。韓国の冬の寒さから発達したのかもしれません。汗蒸
幕の「幕」とは特殊な石や粘土を積み上げて作ったドームのことで松の木を燃やして温めます。
文献によると１5世紀ごろから存在する歴史ある韓国のサウナです。私も一度、昔ながらの汗蒸幕
のお店へ娘と二人で行ったことがあります。店のガウンに着替え、ドーム釜の中に入る前に大き
な麻布（ムシロくらいの厚み）を手渡され全身をすっぽり被って、小さな入口をくぐり抜けるよ
うに入りました。私は少し見えるように顔の一部を出して入ったのですが、「あっつう～」その
熱さに思わず顔も覆いました。中は乾燥し、想像以上の熱さです。北欧のサウナどころではあり
ません。入るやいなや汗が、だーっと流れ出し、「この熱さに耐えられるか？」と不安充満。「お
ばちゃ～ん、いつ出ればいいの？　早く出して～！」と祈るほどでした。約１０分ほどで、「ハイ
出て出て！」と声が聞こえ、「あ～よかった」。冷たいタオルを貰ってホッとしました。一時は一
体どうなることかと思いました(´∀｀)。たぶん５分ぐらいだったかもしれませんが、長い時間
に感じました。でも、身体の中の汚れたものが一気に出た感じでとても気持ちよく、身体もホカ
ホカ。これは、美容と健康には絶対にお薦めです。体験してみる価値大いにありです！　２～３
回繰り返すのが良いようです。このあとはアカスリやらマッサージやらのメニューがあり、リフ
レッシュできます。この汗蒸幕は「高温サウナ」ですが、チムジルバンは「低温サウナ」です。
　天然岩石やゲルマニウムなどを高温で熱した時に出る遠赤外線を浴びるものです。お店で渡さ
れるお揃いのＴシャツとショートパンツをはいてはいるので、男女一緒に利用できます。汗を流
したあともベタつき感がないので、自然乾燥かタオルで拭くだけでOK！　チムジルバンは、ま
るで「健康ランド」のようで、床でごろんと横になって休めますし、TVや食堂もありますし、
ジムや露天風呂、プールや汗蒸幕まで備わっているお店もあります。２４時間営業が多く、ゆっく
り家族ぐるみで寛ぐことができます。韓国ドラマにもよく登場する場所なのでご存知の方も多い
かもしれませんね。特に女性の方はね！　ドラマでは、頭にタオルを巻き、ゆで玉子を食べるシ
ーンが多いのですが、「チムジルバンにはタオルとゆで玉子」は定番中の定番のようです。でも
何故ゆで玉子なんでしょう？　これは宿題ですね。クロミョン　ト　マンナヨ(^.^)/~~~
《韓国、ひとくちメモ》韓国では、日本のように、毎日湯船に浸かってお風呂に入る習慣はない
ようです。都市部では大抵、お風呂、洗面所、トイレが一緒という、欧米式が多く、シャワーで
済ませるのが多いとのこと。韓国にも、日本と同じように銭湯がありますし、チムジルバンや汗
蒸幕で十分身体を温める場所がたくさんあるので、そちらを利用されるのでしょう。
　汗蒸幕とチムジルバンの写真を組合ホームページに掲載しています。� （福本多香子）

　①　仕事興しについて
　②　２０１3年度事業計画の骨子について
　③　新加入者審議について
　④　NEXCO西日本への要請について
　⑤　大阪営業所の開設について
　⑥　山科大宅賃貸物件の売却について
　⑦　事業の結果と計画について
　⑧　組合員新年交流会について

　⑨　�勉強会「住まいトーク」２０１3年度
版について

　⑩　�「木と技・京の家づくり協議会」
ホームページでの広告募集につい
て

　⑪　財政の詳細について
　⑫　組合Diary
　⑬　その他

●�１月定例理事会は、１月3０日（水）午後６時から京都工業会館で理事１１人の出席で
開催されました。
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組合員名簿変更

組合Diary

本部 支部
２／６　新しい組合像⑤　
２／１６　住まいトーク⑤　　
２／２3　三役会議　
２／２7　理事会

２／６　洛中（役）
２／１3　右京（役）

　今月眼鏡を新調したのですが、誰にも気づかれないという散々な結果に終わりまし
た。誰にも気づかれないようなマイナーチェンジ的な眼鏡を、数ある商品から僕が選
んだ理由は“日本製”だったからです。少し割高ですが、良い物を作る生産者に“投
資”することによって、優良な技術者を応援し、市場に良質な製品を増やすことに繋
がるという思いから、できるだけ長く使う物は良質な日本製品を買うことを心がけて
います。そして、その最たるものが住宅だと思います。国や京都府の方針では、府内
産木材を使用した長期優良住宅の建設を推進しており、これもまた良質な生産者や技
術者を応援し、地域に優良な住宅を増やす良い政策だと思います。後は消費者にも同
じ想いを持っていただけるように、「住まいをトーク」などで周知していきたいと思
っています。� （西村　学）

■編集後記

支部 Ｎｏ． 社　名 変更箇所 新

洛中 ８４８
田中工務店
京都市南区西九条横町７

住所 京都市南区唐橋高田町２９－１5

新加入組合員紹介

�名　称：㈱オカモト
代表者：岡本　一夫
住　所：京都市下京区七条御所ノ内西町１９
　　　　Tel.０75－3１１－８5８６�Fax.０75－3１3－９１９６
業　種：陳列用什器製造、内装仕上工事業
紹介者：谷口　弘樹
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